
Ⅱ 本プランの位置づけ
・推進体制
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■ 本プランの位置づけ（子供たちへのより良い教育が行える教育環境を整える）

〇 本プランは、第４期教育振興基本計画（文部科学省）等を踏まえ、「沖縄県教育振興
基本計画」の主要施策として掲げている「新しい時代を展望した教育行政の充実」にお
ける「学校における働き方改革」の実効性のある取組を目指して、その方向性や内容を
示したものであります。

【参考】学校における働き方改革の目的（中央教育審議会の特別部会資料より）

※令和5年9月26日開催 中央教育審議会初等中等教育分科会質の高い教師の確保特別部会（第４回）資料より抜粋
（ https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/230926-mext_zaimu-000032048_11.pdf ）

教育基本法等の諸法規

第４期教育振興基本計画（文部科学省）

幼稚園教育要領

学習指導要領（小・中・高・特支） 等

沖縄県教育振興基本計画

【主要施策】

１ 「生きる力」を育む学校教育の充実

２ 多様な能力を育て、力強く未来を拓く人づくり

３ 子どもの貧困の解消に向けた総合的な支援の推進

４ 多様な学びの享受に向けた環境づくり

５ 沖縄文化の保存・継承・創造と更なる発展

６ 新しい時代を展望した教育行政の充実

沖縄県教育大綱

新・沖縄２１世紀ビジョン
基本計画

（１） 効率的・効果的な教育行政の推進

① 教育施策推進体制の推進

② 地域や時代のニーズに対応した
教育行政や教育委員会の充実

③ 学校における働き方改革の推進

沖縄県公立学校における
働き方改革推進計画

「みんなの学校！ピースフル・プラン」

子供たちへのより良い教育
が行える教育環境を整える

図：本プランの沖縄県教育振興基本計画における位置づけ

Ⅱ 本プランの位置づけ・推進体制
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□ 「沖縄県公立学校働き方改革推進本部」 □

＊ 教員が児童生徒と向き合える時間を確保し、教職員一人一人が自らの資質能力を高め、

発揮できる持続可能な教育環境の整備を目指し、本県公立学校における働き方改革の推

進について協議する。

＜ 委 員 ＞

・教育管理統括監（本部長） ・教育指導統括監 ・参事 ・総務課長

・教育支援課長 ・学校人事課長 ・働き方改革推進課長 ・県立学校教育課長

・義務教育課長 ・保健体育課長 ・生涯学習振興課長 ・文化財課長

・国頭教育事務所長 ・中頭教育事務所長 ・那覇教育事務所長 ・島尻教育事務所長

・宮古教育事務所長 ・八重山教育事務所長

□ 作業部会 □

＜ 部 会 員 ＞

本部関係課代表＋各教育事務所代表

＋働き方改革推進課働き方改革班

・総務課 ・教育支援課

・学校人事課 ・県立学校教育課

・義務教育課 ・保健体育課

・生涯学習振興課 ・文化財課

・各教育事務所代表

・働き方改革推進課働き方改革班

◆ 沖縄県公立学校教職員メンタルヘルス対策検討会議

□ 「沖縄県公立学校教職員メンタルヘルス対策検討会議」 □

＊ 本県の公立学校の教職員のメンタルへルス対策に必要な事項の検討等を行う。

＜ 委 員 ＞

・県教育庁教育管理統括監 ・県教育庁働き方改革推進課長 ・県教育庁学校人事課長

・医療に関する専門的な知識を有する者 ・心理に関する専門的な知識を有する者

・学識経験者 ・公立小中学校長 ・県立学校長 ・市町村教育委員会人事等担当課長

■ 県教育庁の推進体制（実効性のある取組の加速・推進）

◆ 沖縄県公立学校働き方改革推進本部（「沖縄県教職員業務改善推進委員会」の拡充）

＊ 協議内容及び取組の推進等に係る事

項について、整理・調整する。

□ 外部連携部会 □

〈小部会 一例〉

○校長会連携小部会
○教頭会連携小部会
○PTA連携小部会
○各市町村教委連携小部会
○職員団体連携小部会

・
・
・

＊ 働き方改革推進課働き方改革班と関係

団体代表者等で各小部会を設け意見交

換等を行う。

☞ 必要に応じて各小部会を設置・開催
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https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/230926-mext_zaimu-000032048_11.pdf


Ⅲ 保護者・地域
の皆様へのお願い
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Ⅲ 保護者・地域の皆様へのお願い

基本的には学校以外が
担うべき業務

学校の業務だが、必ずしも
教師が担う必要のない業務

教師の業務だが、
負担軽減が可能な業務

①登下校に関する対応

②放課後から夜間における見回り、
児童生徒が補導された時の対応

③学校徴収金の徴収・管理

④地域ボランティアとの連絡調整

※その業務の内容に応じて、地方公共
団体や教育委員会、保護者、地域学
校協働活動推進員や地域ボランティ
ア等が担うべき

⑤調査・統計等への回答等
（事務職員等）

⑥児童生徒の休み時間における対応
（輪番、地域ボランティア等）

⑦校内清掃
（輪番、地域ボランティア等）

⑧部活動 （部活動指導員等）

※部活動の設置・運営は法令上の義務
ではないが、ほとんどの中学・高校
で設置。多くの教師が顧問を担わざ
るを得ない実態

⑨給食時の対応
（学級担任と栄養教諭等との連携等）

⑩授業準備
（補助的業務へのサポートスタッフの参画等）

⑪学習評価や成績処理
（補助的業務へのサポートスタッフの参画等）

⑫学校行事の準備・運営
（事務職員等との連携、一部外部委託等）

⑬進路指導
（事務職員や外部人材との連携・協力等）

⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応
（専門スタッフとの連携・協力等）

■ 文部科学省から示されている「学校・教師が担う業務に係る３分類」

※【概要】学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知）（平成31年3月18日）より抜粋
（ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/__icsFiles/afieldfile/2019/04/15/1414498_2_1.pdf ）

〇 子供たちが未来を切り拓いていくためには、学校・家庭・地域が連携・協働し一体と
なって、学校における働き方改革を推進し、子供たちへのより良い教育が行える環境を整
備することが重要です。

〇 学校における働き方改革が実現することにより、「学校が人をつくり、人が地域をつく
り、地域が学校をつくる」という循環（サイクル）の中で、質の高い学校教育が行われ、
沖縄の未来である子供たちが地域の担い手となり、沖縄らしい優しい社会の実現につなが
ります。

〇 学校における働き方改革には特効薬はなく、「各々がその役割と責任に基づいて自分事
として取り組む」「できることから直ちに取り組む」という姿勢が重要となります。

〇 学校・家庭・地域が、部活動や地域行事等の様々な活動における連携分担について対話
を積み重ね、その連携分担の必要性等を理解した上で、連携・協働することが大切です。

〇 子供たちのためにも、高度専門職である教師が、本来業務に専念できる環境の整備が必
要です。教職員が忙しすぎることは、子供たちのためになりません。

〇 保護者や地域の皆様には、『私たちのピース・リスト2023』及び文部科学省から示され
ている「学校・教師が担う業務に係る３分類」を基に、学校・家庭・地域の連携分担を進
めるなど、教育環境の整備に向けた様々な取組へのご理解とご支援を宜しくお願いします。

■ 学校・家庭・地域が一体となった取組が必要です。（保護者・地域の皆様へ）

図：学校における働き方改革の実現による沖縄県の未来像

学校
★質の高い学校教育
★教職の魅力再興

人材
★地域発展の担い手
★子供は沖縄の未来

地域
★子供の居場所づくり
★沖縄らしい優しい社会

県市町村
家庭

学校における働き方改革の実現による沖縄県の未来像

◆誰一人取り残さない社会
◆持続可能な沖縄発展

学校における働き方改革の目的

子供たちへの
より良い教育を行う
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“学校における働き方改革”教育長メッセージ
～子どもたちの未来のために確実な一歩を踏み出そう！～

今、我々は、５年後、10年後の学校教育を左右する大きな岐路に立っております。沖縄県の
未来を担う子供たちのために、質の高い豊かな学校教育を持続可能なものとしていくためには、
これまで学校の当たり前とされてきた活動や教職員の献身的な使命感によって支えられてきた
様々な活動を徹底的に見直し、学校教育を再構築していかなければなりません。
そのためには、全ての関係者が“学校における働き方改革”を自分ごととして受け止め、
各々の役割と責任の下で決断し、行動することが求められております。

今年度、県教育委員会では“学校における働き方改革”の推進を重点事項として掲げ、全庁
体制で取組をスタートさせました。
年度始めには、県内公立学校の全教職員を対象としたアンケートを実施し、改善等が求めら
れる業務の洗い出しを行い、また、５月に臨時開催した市町村教育委員会教育長との連絡会議
をはじめとして、各校長会やＰＴＡ等の関係者と意見交換等を行い、“学校における働き方改
革”の必要性と取組の推進を訴えてまいりました。
今年度も上半期が過ぎ、後半に突入しましたが、県教育委員会ではアンケートによる業務の
洗い出しをもとに設定した「私たちのピース・リスト2023」と題した、“学校における働き方
改革”の新たな取組目標を掲げ、多くの関係者と連携・協働しながら、その実現に向けて歩み
を進めているところであります。

そのような中、各学校では、いよいよ来年度の教育活動計画等を策定する時期になってきて
おります。策定にあたっては、これまで行ってきた学校行事や課外活動等であっても、それが
膨れ上がることにより教職員がゆとりを失い、肉体的にも精神的にも疲弊するのであれば、結
果的にそれは子どもたちのためにはならないという視点を持ち、これまでの教育活動を徹底的
に見直し、教職員が勤務時間内にしっかりと子供たちと向き合い、教材研究ができるよう、実
効性のある計画にすることが必要です。
各学校におかれては、校長のリーダーシップの下、チーム学校として知恵を出し合い、令和
６年度に向けて“学校における働き方改革”を着実に推進して頂きますようお願いいたします。

そして、各学校が取組を進めていくためには、学校を支える教育委員会や保護者、地域の皆
様方のご理解とご支援が必要です。
各教育委員会におかれては、地域の“学校における働き方改革”の旗振り役として、学校を
支え、保護者の理解を得ながら地域全体で連携・協働できる体制の整備を進めて頂きますよう
お願いいたします。
さらに、働き方改革の推進と併せて、地域の子供たちを支える教職員の心身の健康を守るた
めに、喫緊の課題となっている法令等で定められた労働安全衛生管理体制の整備についても、
首長部局と連携し適切な対応をお願いいたします。

また、保護者におかれては、学校教育の大きな変革の流れの中で、学校の新たな取組等に対
して、戸惑いや不安を感じることもあろうかと思いますが、未来を担う子供たちの健やかな成
長のためには、適正な役割分担の下で、保護者及び地域の方々が力を合わせて、これまで以上
に積極的に子供たちと関わり、学校と共に地域全体で教育活動を支えていただきますようよろ
しくお願いいたします。

県内でも“学校における働き方改革”の実現に向けて取組を加速させる様々な動きが出てき
ておりますが、この動きが県内全域に波及し、沖縄県全体で各地域の実情に応じた“学校にお
ける働き方改革”が実現されるよう、県教育委員会もその役割と責任の下で決断し、行動して
まいります。
“学校が人を創り、人が地域を創り、地域が学校を創る”という循環の下で、５年後、10
年後も、子供たちがいきいきと学校で学び合い、健やかに成長していくことができるよう、県
民の皆様には、“学校における働き方改革”の取組に対し、ご理解を頂き、連携・協働して頂
きますようよろしくお願いいたします。

令和５（2023）年11月６日
沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満

【メッセージ動画URL・QRコード】 https://www.youtube.com/watch?v=_TCFC7Oz_1s&feature=youtu.be
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/__icsFiles/afieldfile/2019/04/15/1414498_2_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_TCFC7Oz_1s&feature=youtu.be

